
第
二
十
五
条
第

二
項

開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
若
し
く
は
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に
対

し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の

他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ

管
理
者
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
、
若
し
く

は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る

主
務
大
臣
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
べ
き
こ
と
を

申
し
出

第
二
十
五
条
第

三
項

開
設
者
若
し
く
は
管
理
者

管
理
者

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
八
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

第
二
条
第
一
項
中
「
又
は
診
療
所
」
を
「
、
診
療
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
診
療
所
」
を
「
、
診
療
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」に
改
め
、「
第
二
号
」

の
下
に
「
、
第
十
四
条
の
五
」
を
加
え
、「
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
」
を
「
、
第
三
十
条
の
十
八
の
五

第
二
項
」
に
改
め
、「
第
六
項
」
の
下
に
「
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
並

び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
」
を
「
、
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
二
項
」
に
改
め
、「
第
六
項
」
の
下
に
「
並

び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項
」
を
加
え
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
開
設
者
」
を
「
開
設
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
」
を「
第
八
条
第
一
項
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
を
生
じ

た
と
き
は
、
十
日
以
内
に
、
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健

所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特

別
区
の
区
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
四
第
一
号
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、「
若

し
く
は
助
産
所
に
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
管
理

者
」
及
び
「
当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

の
設
置
者
」
を
加
え
、「
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
」
を「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
運
営
」

に
改
め
る
。

第
四
条
の
五
の
表
以
外
の
部
分
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
条
の
表
前
条
第
一
号
の
項
中
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
必
要

な
報
告
を
命
じ
、
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
必
要
な
報
告
を
す
べ
き
こ

と
を
申
し
出
」
を
加
え
、
同
表
前
条
第
二
号
の
項
中
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
の
設
置
者
に
対
し
、
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中

「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
、
若
し
く
は
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
診
療
録
、
助
産
録
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
す
べ
き

こ
と
を
申
し
出
」
を
加
え
る
。

政
令
第
六
十
六
号

医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関

係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
五
の
表
以
外
の
部
分
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
国
の
設
置
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診

療
受
診
施
設
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は

助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
中

「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、
同
表
第
二
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
項
上
欄
中
「
か
ら

第
三
項
ま
で
」
を
削
り
、
同
項
中
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
に

対
し
、
必
要
な
報
告
を
命
じ
」
を
加
え
、
同
項
下
欄
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
に
対
し
必
要
な
報
告
を
命
じ
、
若
し

く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
設
置
す
る
主
務
大
臣
に
対
し
必
要
な
報
告
を
す
べ
き
こ
と
を
申
し
出
」を
加
え
、

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



別添１
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（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
元
年
政
令
第
二
百

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
支
払
基
金
電
子
診
療
録

等
情
報
管
理
業
務
並
び
に
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等

情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
七
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
」
を
「
第
八
十
条
第
八
号
、
第
八
十
一

条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
六
号
」
を
「
第
八
十
条
第
十
号
、
第

八
十
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
健
康
増
進
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

健
康
増
進
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
号
中
「
及
び
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、「
助
産
所
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
中
「
診
療
所
及
び
助
産
所
」
を
「
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
診
療

所
、
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
助
産
所
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設
」
に
改
め
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ

ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

（
都
市
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
十
六
号
ハ
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
施
設
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
二
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
三
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
四
の
項
ヘ
中
「
ホ
」
を
「
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ハ
か
ら
ホ
ま
で
を
ニ
か
ら
ヘ
ま
で

と
し
、
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診

施
設

（
防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

防
災
の
た
め
の
集
団
移
転
促
進
事
業
に
係
る
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四

十
七
年
政
令
第
四
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
二
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

（
特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住

宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に
改
め
、「
助
産
所
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
二

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
る
。

一

特
定
空
港
周
辺
航
空
機
騒
音
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第

二
号

二

地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十

七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
第
二
条
第
九
号

（
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
六

十
一
年
政
令
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
助
産
所
」
と
い
う
。）」
の
下
に
「
、
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
と
い
う
。）」
を
、「
行
わ

れ
る
も
の
」
の
下
に「（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
医
療
法
第
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
（
以
下
こ
の
条
及
び
同
号
に
お
い
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加

え
、
同
項
第
二
号
中
「
病
院
等
」
の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
、「
も
の
」
の
下
に「（
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
助
産
所
」

の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、「
除
く
」
を
「
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
の
規
定
中
「
病
院
等
」
の

下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
、「
行
わ
れ
る
も
の
」
の
下
に「（
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て

は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
一
項
第
十
九
号
中
「
助
産
所
」
の
下
に
「
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
を
加
え
、「
も
の
を
除
く
」

を
「
も
の
を
除
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
お
い
て
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
係
る
も
の
に
限
る
」
に
改
め

る
。

（
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周

辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
又
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
又
は
医
療
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定

す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

一

南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百

二
十
四
号
）
第
七
条
第
三
号

二

日
本
海
溝
・
千
島
海
溝
周
辺
海
溝
型
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
二
号
）
第
七
条
第
三
号

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十

八
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
十
条
第
七
号
及
び
第
八
号
、
第
八
十
一
条
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
八
十
条

第
八
号
及
び
第
九
号
、
第
八
十
一
条
第
五
号
及
び
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
十
条
第
九
号
、
第
八

十
一
条
第
六
号
」
を
「
第
八
十
条
第
十
号
、
第
八
十
一
条
第
七
号
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
二
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
第
百
二
十
条
第
五
号
に
お
い
て
「
支
払
基
金
電
子
診

療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
と
い
う
。）及
び
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
（
診
療
録
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。

第
三
十
九
条
の
二
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
行
う
業
務
に
関
す
る
こ
と
（
医
療
介
護
総
合
確
保
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す

る
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
第
百
二
十
一
条
第
二
号
に
お
い
て
「
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報

管
理
業
務
」
と
い
う
。）に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。）。





（
国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
立
大
学
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
二
項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
第
一
項
の
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一

項
の
項
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
及
び
第
二
十
八
条
の
項
の
項
中
「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
項
、
第

二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項
」
を
削
り
、
同
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
第
二
項
の
項
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
の
項
及
び
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
項

主
務
大
臣

当
該
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は

助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ

イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者

で
あ
る
国
立
大
学
法
人

医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
表
第
二
十
五
条
第
一

項
の
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
の
項

主
務
大
臣

国
立
大
学
法
人

医
療
法
施
行
令
第
四
条
の
五
の
表
前
条
第
一
号
の
項

及
び
前
条
第
二
号
の
項

主
務
大
臣

国
立
大
学
法
人

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
百
二
十
条
第
五
号
中
「
こ
と
（
」
の
下
に
「
連
結
情
報
提
供
、」を
、「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
関
係
業
務
」
の

下
に
「
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
、「
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
、」の
下
に
「
介
護
保

険
法
第
百
六
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、「
、
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
及
び
連
結
情
報
提
供
」を「
及

び
医
療
機
関
等
情
報
化
補
助
業
務
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
第
二
号
中
「
高
齢
者
医
療
関
係
業
務
」
を
「
連
結
情
報
提
供
、
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理

業
務
」
に
、「
、
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
及
び
連
結
情
報
提
供
」
を「
及
び
介
護
保
険
事
業
関
係
業
務
」に
改
め
、「
並

び
に
」
の
下
に
「
高
齢
者
医
療
課
及
び
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定
の
技

術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
法
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
医
療
法
施
行
令
等
の
規
定

の
技
術
的
読
替
え
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
表
前
条
第
一
号
の
項
及
び
前
条
第
二
号
の
項
中「
主
務
大
臣
」と
あ
る
の
は
、「
国

立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
四
条

次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
第
一
条
の
五
」
の
下
に
「
及
び
第
四
条
の
五
」
を
加
え
る
。

一

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
表
医
療

法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

二

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
第
十
八
条
第
二

項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

三

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令

第
四
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
表
医
療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

四

国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
法
施
行
令
（
令
和
六
年
政
令
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
医

療
法
施
行
令
第
一
条
の
五
の
項

（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
四
条
の
五
並
び
に
」
を
加
え
る
。内

閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

環
境
大
臣

石
原

宏
高
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